
 
茨城県 産業戦略部 からのお知らせです（2025 年７月 16 日号） 

 
◆◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

《 目  次 》 

1. 【募集】「外国人留学生インターンシップの受入企業」募集中！ 

2. 【案内】8/28 障害者雇用テレワークセミナーを開催いたします 

3. 【情報】年次有給休暇を上手に活用し、働き方・休み方を見直しましょう 

4. 【募集】「いばらきフードロス削減取組宣言」登録事業者を募集中！ 

5. 【ご案内】茨城空港から国内外 10 都市へ！この夏の旅行にぜびご利用ください✈ 

6. 【ご案内】茨城―韓国・清州路線の利用促進キャンペーン拡充について 

7. 【◎広告募集◎】茨城県ホームページ・茨城県広報紙「ひばり」に広告を掲載しませんか 

8. 【募集】「茨城県災害ボランティア登録制度」登録団体募集中！ 

9. 【案内】茨城県人権啓発推進センターの講師派遣事業のご案内 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
１. 【募集】「外国人留学生インターンシップの受入企業」募集中！ 

 
茨城県外国人材支援センターでは、外国人留学生の県内企業への就職を促進するため、外国人

留学生のインターンシップを実施します。 
現在、インターンシップの受入企業を募集しておりますので、外国人留学生の採用に関心のあ

る企業様は、ぜひお申込みください。 
 
■対象企業 

外国人留学生の採用に関心のある茨城県内の事業所 
■参加学生 

茨城県内の大学院・大学に在籍する外国人留学生 
※ 日本語レベルは募集要項で指定できます 

■内  容 
１Day のオープンカンパニーや課題解決型のインターンシップなど 

 ※ 給与等の事業所負担は基本的にありません。 
■実施時期 

2025 年 4 月～2026 年 3 月 ※ 期間・時期はご相談に応じます 
■申 込 先 

茨城県外国人材支援センター 
ホームページ URL https://ifc.ibaraki.jp/internship/ 

■申込締切 
2025 年 8 月 31 日（日） 

 
【問い合わせ先】 

茨城県外国人材支援センター 
TEL：029-239-3304 
お問合せフォーム https://ifc.ibaraki.jp/contact/ 
 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
２. 【案内】8/28 障害者雇用テレワークセミナーを開催いたします 

 
障害者雇用における新たな働き方として注目される「テレワーク」について、導入のポイントや

実践事例を紹介するセミナーを開催いたします。ぜひご参加ください。 
※参加費無料 
 



１ 日時  2025 年 8 月 28 日（木） 14:00～16:00 
２ 開催形式  オンライン(Webex) 
３ プログラム 
  第一部 テレワーク雇用の進め方 
      講師 株式会社 asokka 代表取締役 倉持 利恵 氏 
  第二部 事例紹介 
       講師 価値住宅株式会社 代表取締役 高橋 正典 氏 
↓チラシはこちら 

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/koyo/documents/r7syougaisyakoyouterewa-kuse 
mina-.pdf 

４ 申込締切  2025 年 8 月 20 日（水） 
５ 申込方法   

下記 WEB フォームよりお申し込みください。 
https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=74124 

 
【問い合わせ先】 

産業戦略部労働政策課雇用促進対策室 
TEL：029-301-3645 
Mail：rousei2@pref.ibaraki.lg.jp 
FAX：029-301-3649 
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３. 【情報】年次有給休暇を上手に活用し、働き方・休み方を見直しましょう 
  

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。 
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化に

も資する年次有給休暇の計画的付与制度（※１）や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・
休み方に資する時間単位の年次有給休暇（※２）の活用が効果的です。 

労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この夏に向けて導入をご検討ください。 
詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、お近くの都道府県労働局雇用

環境・均等部（室）にお問い合わせください。 
 

（年次有給休暇取得促進特設サイト URL） 
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/ 
 

（※１）年次有給休暇の付与日数のうち、５日を除いた残りの日数については、労使協定を締結す
れば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。 

（※２）年次有給休暇の付与は原則１日単位ですが、労使協定を締結すれば年５日の範囲内で時間
単位の取得が可能となります。 

 
【問合せ先】 

茨城労働局雇用環境・均等室 
TEL：029－227-8294 
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４. 【募集】「いばらきフードロス削減取組宣言」登録事業者を募集中！ 
 

県では、食品業界全体がフードロス削減に積極的に取り組んでいる姿勢を広く発信していくため、
「いばらきフードロス削減取組宣言」の登録事業者を募集しています。 

県内の食品関連事業者等にフードロス削減の取組を１つ以上実施することを宣言していただき、
県に宣言を登録した事業者等を「いばらきフードロス削減パートナー」として、その取組（宣言）
を県ホームページ等で公表します。 

環境に優しい事業者、社会貢献を行う事業者としてのＰＲにもなりますので、ぜひ登録をお願い
します。 

 
■詳細（URL） 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/kankyo/foodloss/sengen.html 
■募集期間 通年（2025 年 7 月 3 日～） 
■募集対象 茨城県内に事業所を有し、食品製造業、食品卸売業、食品小売業、宿泊業、 

飲食業のいずれかを営む事業者又はこれらで構成される団体 
■宣言内容 フードロス削減の取組を１つ以上行うことを宣言。 

     取組は「いばらきフードロス削減取組メニュー」から選択することが可能。 
     独自の取組も可。 

■登録申請 県に登録申請書と宣言内容を提出（電子申請等） 



■事業者のメリット 
・環境に優しい事業者、社会貢献を行う事業者としてのＰＲ 
・過剰生産・廃棄の経費削減 
・県ホームページ等へのパートナー名掲載による知名度向上（県民への利用・購入の呼びかけ） 
・県オリジナル広報資材の提供等（店頭用ステッカー、ロゴマークほか） 
 

【問い合わせ先】 
○県県民生活環境部 環境政策課 環境企画グループ 
 TEL：029-301-2933 E-mail：kansei1@pref.ibaraki.lg.jp 
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５. 【ご案内】茨城空港から国内外 10 都市へ！この夏の旅行にぜびご利用ください✈ 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――✈ 
北関東の空の玄関口として 2010 年に開港した茨城空港は、今年 3 月に開港 15 周年を迎えました。

現在、茨城空港から国内外の 10 都市へ就航しております。 
この夏、大阪・夢洲で開催中の「大阪・関西万博」や 7 月 25 日に新たにオープンするテーマパ

ーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」など、就航先のおすすめ観光スポットがたくさ
んあります！今回は茨城空港の３つ特長をご紹介！ 

茨城空港を利用してお出かけしませんか？ 
 

【茨城空港の特徴】 
①シンプル＆コンパクトな空港！ 

茨城空港は入口からわずか 100m で航空機内へ移動でき、初めてのご旅行でも迷うことなく
搭乗が可能です。バリアフリーのため、お子様連れの方やお年寄りの方にも安心してご利用い
ただけます！ 
 

②アクセス抜群で駐車場が無料！ 
水戸・つくばから車で約 30～40 分程度とアクセス抜群！また、約 3,600 台分の駐車場を完

備しており、駐車料金は無料！家族旅行や長期出張でもお財布にやさしく、お出かけすること
ができます。 
 

③充実した就航路線！ 
国内線では、直行便が札幌（新千歳）・神戸・福岡・沖縄（那覇）の 4 都市、乗継便が長崎・

鹿児島・宮古（下地島）の 3 都市、国際線では、上海（浦東）・台北（桃園）・清州の 3 都市へ
就航しています。 
 

詳しい就航先情報、ツアーやフライト情報は茨城空港 HP をご覧ください。 
https://www.ibaraki-airport.net/ 

 
【問い合わせ先】 

県営業戦略部空港対策課 利用グループ            
TEL：029-301-2761  E-mail：airport@pref.ibaraki.lg.jp 
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６. 【ご案内】茨城―韓国・清州路線の利用促進キャンペーン拡充について 
 

５月 15 日から定期便化された茨城―韓国・清州路線の利用促進に向け、運航会社（エアロ K）
と茨城空港利用促進等協議会が連携し、茨城空港の会員制度である IBR マイエアポートクラブ会員
限定の航空運賃 30%割引キャンペーンを実施いたします。 

さらに、IBR マイエアポートクラブ会員が茨城―清州路線に搭乗する際に取得できるポイントを、
通常の往復 600 ポイントに 30％超上乗せして往復 800 ポイントにアップするキャンペーンを併せ
て実施いたします。 

ぜひ、この機会に IBR マイエアポートクラブにご加入いただき、お得な韓国旅行をお楽しみくだ
さい。IBR マイエアポートクラブの概要及び入会方法については、下記をご参照ください。 
 
○エアロ K 航空運賃割引キャンペーン概要 

対象路線：茨城―清州〔火・木・土運航〕 
販売期間：７月 10 日（木）～10 月 25 日（土） 
搭乗期間：７月 12 日（土）～10 月 25 日（土） 
※７月 23 日～８月８日、８月 15 日、８月 18 日、10 月 1 日～10 月 13 日は除外 

予約方法：エアロ K のホームページより予約時、IBR マイエアポートクラブアプリ内でお知ら
せする「プロモーションコード」を入力 
※エアロ K 社の都合により内容又は企画が変更・中止となる可能があります。 



 
クーポンコードの確認方法 
アプリトップ画面→「茨城空港割引クーポン」をタップ 
→『【IBR アプリ会員限定】エアロ K 航空運賃 30％割引クーポン』を選択し、プロモーションコー

ドをご確認ください。 
 
＜エアロ K ホームページ＞ https://www.aerok.com/ja-JP  
 
○IBR マイエアポートクラブ ポイントアップキャンペーン概要 
 対象路線：茨城―清州〔火・木・土運航〕 
 ポイントアップ期間：７月 12 日（土）～10 月 25 日（土）搭乗（茨城出発）分 
 ポイント数：通常 600 ポイント→ 期間中 800 ポイント 
 取得方法：国際線出発待合室にて専用 QR コード読み込み 
 
＜IBR マイエアポートクラブの概要及び入会方法＞  

https://www.ibaraki-airport.net/about/ibr-my-airport-club/ 
 
○フライト情報、清州の観光・ツアー情報に関してはこちら↓ 

https://www.ibaraki-airport.net/flight/cheongju/   
 
【問い合わせ先】 

県営業戦略部空港対策課 利用グループ            
 TEL：029-301-2761  E-mail：airport@pref.ibaraki.lg.jp 
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７. 【◎広告募集◎】茨城県ホームページ・茨城県広報紙「ひばり」に広告を掲載しませんか 
 

⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ 
トップページ年間アクセス数約 400 万件の茨城県ホームページ及び毎月約 70 万部発行する茨城

県広報紙「ひばり」に掲載する広告を募集しています。県民の方々・県内企業に向けた広告掲載を
お考えの事業者様はぜひご活用ください。また、広告によって県が得た収入は、県政の財源として
有効に役立てられます。 

 
 

（１）ホームページバナー広告 
茨城県ホームページのトップページにバナー広告を掲載できます。 
トップページ年間アクセス数：約 400 万件 

 
茨城県ホームページ  
https://www.pref.ibaraki.jp/ 
募集内容や申込方法など詳細につきましては、以下の県ホームページをご覧ください。 
https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/kenmin/ad/banner.html 

 
（２）広報紙「ひばり」 

 茨城県が作成する広報紙「ひばり」に広告を掲載できます。 
毎月発行部数：約 70 万部 

 
茨城県広報紙「ひばり」 
https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/kenmin/hibari/index.html 
募集内容や申込方法など詳細につきましては、以下の県ホームページをご覧ください。 

 https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/kenmin/ad/magazine.html 
 

【問い合わせ先】 
県営業戦略部 営業企画課 戦略・広報グループ 
TEL：029-301-2128  E-mail：eiki1@pref.ibaraki.lg.jp 
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ 
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８. 【募集】「茨城県災害ボランティア登録制度」登録団体募集中！ 
 

 県では、「茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するための条例」（令和２年１２月制定）
を踏まえ、災害ボランティア活動の支援・促進に取り組んでいます。 
 「茨城県災害ボランティア登録」は、災害ボランティア活動にご協力いただける事業所などに
予めご登録いただく制度です。登録すると災害ボランティアに関する情報を配信いたします。皆



様の積極的なご登録をお願いいたします。 
 
◎災害時：災害ボランティアセンター開設情報やボランティア募集情報など 
◎平 時：災害ボランティア活動に関する様々な情報など 

 ※「茨城県災害ボランティア登録」は、登録者への「災害ボランティア活動」に関する情報発
信を趣旨としており、登録によって災害発生時の災害ボランティア活動が義務づけられるも
のではありません。 

 
１ 登録対象団体 
  災害ボランティア活動を希望する事業所又は同活動に関心がある事業所 
  ※登録する際にはメールアドレスが必要となります。 
 
２ 登録方法 
  県福祉政策課ＨＰ又は特設サイト「災ボラＳＴＡＮＤＢＹ（スタンバイ）」から、「災害ボラ

ンティア登録」の団体登録用フォームにアクセスし、オンライン申請を行います。 
 
【災ボラＳＴＡＮＤＢＹ】URL：https://xn--standby-z34f4dy115e.jp/ 
 
※なお、災害ボランティア登録は個人登録も実施しておりますので、是非、従業員の方々等にも

ご案内ください。 
 

【問い合わせ先】 
県福祉部福祉政策課地域福祉グループ            
TEL：029-301-3157  E-mail：fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp 
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９. 【案内】茨城県人権啓発推進センターの講師派遣事業のご案内 
 

 県では、県民一人ひとりの人権が尊重され、互いの人権を尊重し合う社会とするため、「茨城
県人権啓発推進センター」において、各種の研修会などでの講師派遣事業（無料）に取り組ん
でいます。 

みなさまの職場研修や学習会などにどうぞご利用ください。 
 
 
１ 講師派遣事業の概要 
 ・派遣講師  県人権啓発推進センターの人権相談員等を派遣します。 
 ・講義時間  ご依頼者様のご都合の時間で、対応いたします。（20 分間～120 分間など） 

   ・講義内容  人権に関する概論から、同和問題など個別の人権課題やえせ同和行為まで、   
幅広く対応いたします。また、講義時間によっては、リーフレットの利用や
人権啓発ＤＶＤの鑑賞も可能です。 

 ・派遣対象  県内に所在する企業、団体の方（任意のサークルも含む） 
 ・派遣経費  無料（講師の人件費及び旅費は、県が負担します） 
  
２ 派遣の申込等 
 ・申 込 先  茨城県人権啓発推進センターに、電話等でお申込み下さい。 
          ＴＥＬ：０２９－３０１－３１３６ 
          ＦＡＸ：０２９－３０１－３１３８ 
          Ｅ-mail：koso5@pref.ibaraki.lg.jp 
          ＨＰ：茨城県人権啓発推進センター 
         ※啓発ＤＶＤや図書、展示パネルの無料貸出しも行っています。 

   ・派遣決定  センターの人権相談員等の日程調整を行ったうえで、ご依頼者様あて連絡さ   
せていただきます。 

 
【問合せ先】 

茨城県人権啓発推進センター（上記２の申込先参照）又は 
県福祉部福祉政策課人権施策推進室（TEL：029-301-3135） 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆* 

★ご覧いただき、ありがとうございました★ 次号をお楽しみに！！ 
 
◇県産業戦略部では、主に企業の方に向けて当メールマガジンを毎月発行しております。 
 



 当メールの定期配信をご希望の場合は、下記 E-mail あてに、 
 「氏名、企業・団体名、連絡先、E-mail」を記載のうえ、送信願います。 
 
 また、本メールマガジンへのご意見等ございましたら、下記発行元に電子メール、または FAX 
にてお寄せください。  
 
━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆ 
◇ 発行元、ご意見・お問い合わせ先  
  茨城県産業戦略部産業政策課総務Ｇ企画担当 

  住 所：〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978-6 
連絡先：TEL 029-301-3515 FAX 029-301-3539 

               E-mail：shorobu1@pref.ibaraki.lg.jp 
◇ Copyright(C) 2008 茨城県 掲載記事の無断転載を禁じます。  
━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆ 


